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研究成果の概要（和文）：刑事裁判において法心理学は、法専門家（実務法曹）と司法に関わる

市民とりわけ裁判員の間のコミュニケーションの実証分析、刑事司法に対する実務家、市民の

意識分析による制度見直しへのデータ提供など、様々なかたちで貢献しうることを、実験や調

査等を通して明らかにしてきた。また、子どもに対する心理学的観点からの面接法の研究を進

め研修など実践段階までいたったほか、外国調査により、刑事司法における心理鑑定の制度化

の可能性と必要性を示すことができた。

研究成果の概要（英文）：Law and Psychology, especially Forensic Psychology may afford the
useful analysis on the communication between Judges and Lay Judges (Saiban-in) or their
attitudes toward the Judicial System, in the Epoch of Judicial Reform. On the other hand,
Forensic Psychology is able to contribute the Construction of the Method to Interview
Children, victims of crime. Similarly, the Japanese Criminal Justice System will have
to apply the Psychological Expertise.
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１．研究開始当初の背景
2001 年に始まった司法改革の一環として、

刑事裁判に裁判員制度を導入することが立
法で決められ（2004 年）、2009 年の施行に向
け、市民に対する啓蒙、制度的な基盤整備な
ど、様々なかたちで準備が進められた。法と
心理学の分野でも、裁判員制度の実施を前に
して、模擬的な心理実験、一般市民あるいは
実務家を対象にした社会調査、全国レベルで
多数実施された模擬裁判の録画データを対

象とした心理分析など、多面的な研究が行わ
れたほか、個別刑事事件における供述分析、
供述採取のガイドラインの提案、違法な自白
強要事例を契機とする取調べの全面可視化
の提言なども行われていた。このような状況
の中で、研究代表者（白取）は、2004 年より、
研究分担者の仲、松村、森等とともに「札幌
法と心理研究会」を発足させ、毎月 1 回「刑
事法学と心理学」に関する先行研究の調査、
心理鑑定が行われた事件の事例研究などの
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基礎的研究を行ってきた。また、白取、仲、
森、藤田は法と心理学会発足（2001 年）から
の会員であり（松村は 2003 年から）、2004 年
には同学会シンポジウム「裁判員制度―制度
の成立過程と法学的・心理学的検討課題」に
おいて法学的観点からの報告を行った（藤田
がオルガナイザー）。本研究は、これらの蓄
積を基盤としてより系統的・総合的な学際研
究を行うため、組織された。

２．研究の目的
刑事司法がかかえる 20 世紀から引き継い

だ課題（取調べの可視化問題等）、21 世紀初
頭から始まった司法改革に伴う課題（裁判員
制度の定着化等）に対して、従前の刑事法学
の法解釈論的方法では十分に対処できない
ことから、刑事司法に関わって取り組まれて
きた法心理学的研究の成果と、刑事訴訟法学
の理論を統合した学際研究により、刑事裁判
心理学を構築する。これが本研究の目的であ
る。この理論構築を果たすことにより、各論
的な課題として、市民と専門法曹とのコミュ
ニケーションのあり方の実証研究と得られ
た知見による具体的提言、子どもの供述採取
（司法面接）に関する技術開発、少年非行の
臨床研究からの知見の抽出、刑事司法におけ
る心理鑑定の可能性とそのための制度的提
言などを目指す。

３．研究の方法
本研究は、上記研究課題を４年間という限

られた期間に達成するため、（1）手続的公正
の心理学班、(2)裁判員制度分析班、(3)精神
医療班、(4)証言心理学班の４つの班に編別
し、それぞれ異なるアプローチから順次研究
を進めるという方法を採用した。
(1)手続的公正の心理学班では、公正の心

理学の枠組みによりつつ、一般人を対象とす
るシナリオ実験の手法を用いつつ、刑事手続
の公正さ評価、満足度などを明らかにするほ
か、市民の刑事司法システムに対する法意識
調査（ランダムサンプリング調査）を行い、
市民が刑事司法をどう受け止めているかの
分析をする。これらが、刑事訴訟法学が価値
をおく手続の公正について、心理学的観点か
らアプローチするものである。(2)裁判員制
度分析班は、裁判員裁判における制度的・規
範的な研究を進めるとともに、とくに量刑に
関して実証的研究を行う。量刑の意思決定モ
デルをシミュレーション実験によって個人
と集団（集団としての裁判員・裁判官）的意
思決定について明らかにする。(3)証言心理
学班は、子どもの証言の信頼性に関して、場
面実験法と面接法を用いてデータを集積し、
分析・検討する。また、模擬裁判等を通じて、
専門家と個人の間のコミュニケーション実
験を行い、あるべきコミュニケーションのあ

り方について検討する。(4)精神医療班は、
犯罪・非行少年に対する臨床的調査研究を行
う。この調査結果をもとに、法心理学、法学
など多面的な分析・検討を行い、最近の少年
非行の要因を析出する。

４．研究成果
裁判員制度の 2009 年実施を含む、2007 年

度から 2010 年度までの４年間における本研
究の成果は、以下のとおりである。

まず、(1)手続的公正の心理学班の成果で
あるが、2009 年３月から４月にかけて、国民
の厳罰意識と犯罪と司法に対する態度につ
いて、一般市民及び弁護士を対象にした調査
票による実態調査（全国ランダムサンプル調
査）「人々の裁判員裁判と刑事司法への態度」
を実施し、集約・分析作業を進めた。その分
析結果は、北大法学部の紀要及び学術雑誌
『法社会学研究』で公刊するほか、2009 年及
び 2010 年の法社会学会で報告した。2010 年
５月８日の日本法社会学会では、ミニシンポ
ジウム「裁判員制度と弁護士」を企画し、そ
の研究成果を報告した。その際、研究分担者
の松村が主報告をし、研究代表者の白取は全
体の報告に対するコメントを行った（『法社
会学研究』72 号 70 頁以下に掲載）。さらに、
2010 年度までの成果をもとに、2011 年５月
の法社会学会でも、「裁判員制度への人々の
態度」と題するミニシンポジウムを開催し
（オルガナイザーは研究分担者、松村）、研
究代表者（白取）も、ディスカッサントとし
て参加した。

(2)裁判員制度分析班の成果として、証言

心理学班と共同でシンポジウムを企画し、研

究代表者・白取が刑事裁判における心理鑑定

の進んでいるフランスに実態調査にでかけ、

斯界の権威である A・ペナン氏を日本に招聘

することにした。そこで 2010 年 3 月 25 日、

シンポジウム「刑事司法と心理鑑定――フラ

ンスの現状と日本への示唆」を行い、ペナン

氏をメイン報告者とし、研究代表者・白取、

研究分担者・仲、森等がパネリストとなって

裁判における心理学鑑定の有用性とそのた

めの条件について具体的検討を行い日本に

おける課題を明らかにした。

また、施行後１年余り経過した裁判員裁判

を多面的に分析するため、近畿弁護士連合会

の行ったアンケート結果の分析、集団意思決

定における情報格差問題の心理学的分析、裁

判員裁判における精神鑑定の複数実施にか

かる問題と具体的提案、充実した評議の実現

に向けた法学的アプローチ、情状鑑定と量刑

判断など、制度の実施によって明らかになっ

た問題点を中心に、学際的研究といくつかの

提言をまとめる作業を行った。



(3)証言心理学班の成果としては、子どもに

対する面接法について、場面実験や聞き取り

調査などによるデータの集積とその分析を

行った。とりわけ適切・適正な子どもの証言

採取の手法の研究として、面接法のリサーチ

デザインを行うため質問項目の検討を行う

ほか、場面実験や聞き取り調査によるデータ

分析を行った。これらの成果を生かして、研

究分担者を中心に司法面接法のセミナーを

数回開催してきた。

(4)精神医療班では、毎年度の末に開いて
いる研究集会（研究代表者及び全研究分担者
参加）において、実際の犯罪・非行少年の臨
床例の報告を受けて、心理学、法学の観点を
含む学際的な検討を行った。そこから様々な
知見が得られたが、少年のプライバシーの問
題もあり、この成果の公表をどうするかにつ
いては、なお検討中である。

以上、それぞれの班の成果であるが、これ
らは、各班独自の孤立的なものではなく、年
度末の研究集会のほか、ほぼ毎月行っている
「札幌法と心理研究会」を成果の共有の場と
して活用している。これらの成果のもつ意義
を改めて整理すると、次のとおりである。

まず何よりも、多数の刑事法学の専門家、
法心理学の専門家を糾合して、多面的・学際
的に行った共同研究は、国内では初めてであ
り、国際的にも稀有な例といってよい。この
間取り組まれた学際研究のための方法論上
の蓄積、各種社会調査ないし実験モデルの構
築の成果などは、今後の同種の研究にとって、
大いに参考になるものと思われる。

次に、多様な成果のうちでも、子どもの司
法面接法に関する研究による面接法の開発
は、すでに児童相談所の相談員、警察官、法
曹等を対象とする研修会を開催するなど、実
用レベルで成果をあげている。

また、フランスの刑事心理鑑定制度の調査
と講師招聘によるシンポジウム等の成果と
して、日本における心理鑑定の活用に向けた
提言が行われたが、この提言は刑事法研究者、
法心理学者のみならず、在野法曹などの関心
も呼んでいる。2010 年に行われた国民の意識
調査でも、鑑定に対する市民からの期待は小
さくないことが示されている。

裁判員制度に対する一般国民の意識調査
では、この鑑定に対するもののほか、同制度
が施行された前後における意識の変化（不変
化）の分析結果も公表し、今後の制度の見直
し、あるいは運用改善のためのデータを提供
することができた。

なお、本研究による全体的成果を、一書に
まとめ刊行する準備を進めている。出版社と
して、日本評論社の内諾をすでに得ており、
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